
入 札 番 号 子6

発 注 工 事 種 別 機械器具設置工事

工 事 名

工 事 場 所

入 札 方 式

既存油圧エレベーター解体撤去（機械室内共）　　　１式

乗用エレベーター設置（既存三方枠、敷居再利用）　１式

工 事 概 要 　　積載量：750ｋｇ

　　定　員：11名

　　速　度：45ｍ/分

　　停止階：2箇所

工 期 契約日～令和2年3月25日

予 定 価 格 （ 税 込 み ） 21,208,000円

（直接工事費＋共通仮設費＋現場管理費の8/10＋一般管理費の5/10）×1.1 ※注）１

発 注 区 分 機械器具設置工事　　　

条 件

契 約 保 証 要

設 計 図 書 販 売 店 （有）山陰コピーサービス　　TEL:0859-32-7230 FAX:0859-35-0669 ※注）２

設 計 図 書 等 購 入 価 格

入 札 参 加 申 込 期 間 令和1年10月15日～令和1年10月18日(午後4時まで）

入 札 参 加 申 込 場 所 米子市総務部契約検査課　FAX:0859-23-5368

設 計 図 書 等 購 入 期 間 令和1年10月15日～令和1年10月21日(午後4時まで） ※注）２

質 問 受 付 期 間 令和1年10月15日～令和1年10月21日(午後4時まで）

質 問 受 付 場 所 米子市総務部契約検査課　FAX:0859-23-5368

質 問 回 答 日 令和1年10月23日

入 札 書 差 出 期 間 令和1年10月21日～令和1年10月25日

指 定 配 達 日 令和1年10月28日

入 （ 開 ） 札 日 令和1年10月29日　午前9時50分

入 （ 開 ） 札 場 所

注 意 事 項

工事発注表

米子市児童文化センターエレベーター改修工事

米子市西町133番地

郵便による入札

最低制限価格（税込み）
（予定価格の2/3以上で設定し、予定価格の8/10に満たないときは、8/10とする。）

198円  (図面のみの金額）

注）１　本工事に設定する最低制限価格は、米子市建設工事最低制限価格設定要領に基づき決定します。
注）２　設計図書は、米子市ホームページからダウンロードするか、指定販売店で購入期間内に必ず購入してくださ
い。
　　　（図面は、米子市ホームページからはダウンロードできません。）
　　　※設計図書を購入する場合は、必ず事前にＦＡＸで販売店に申し込むこと。
　　　　　　（申込書の様式は米子市ホームページに掲載しています。）
　　　※申込み後の購入取消しはできません。
注）３　入札書を郵送する際は、配達日指定郵便、かつ、特定記録郵便、簡易書留又は一般書留のいずれかの手続
を郵便局で行うこと。
注）４　入札書を郵送する際に、工事費内訳書を同封すること。（米子市ホームページに発注案件ごとに掲載した様式
を使用すること。）
注）５　現場代理人、主任技術者及び監理技術者は、入札参加申込日までに３ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用
関係にある者に限ること。
注）６　専任を必要としない工事においては、同一の主任技術者は、米子市が発注した工事（通常型指名競争及び随
意契約によるものを除く。）に３件を超えて従事することはできません。
注）７　参加申込時に届のあった配置予定技術者（主任技術者又は監理技術者）は、入札書差出期限まで変更可能と
し、その後の変更は原則として認めないものとする。
注）８　入札参加申込者が多数の場合は、入札に参加できないことがあります。
注）９　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接
な関係を有する者を経営に関与させている者は入札に参加ができません。

米子市加茂町一丁目１番地　　米子市役所本庁舎２０２会議室

※注）３

　乗用型昇降機の製造者（製造者との間に会社法（平成17年法律第86号）に規定する子会社
の関係を有する者又は製造者と親会社を同じくする子会社同士の関係を有する者を含む。）又
は市内に乗用型昇降機の保守体制を有する者であって、元請として同昇降機の施工実績（平
成16年以降に完成・引渡しが完了しているものに限る）を有すること。ただし、共同企業体の構
成員として施工した実績については代表者として施工した実績に限る。
※上記実績が確認できる契約書等を入札参加申込書と同時にＦＡＸ送信すること。


